
 

伊豆の国市農業委員会の農地利用最適化推進委員推薦・募集案内 

 

伊豆の国市では、担い手への農地利用の集積・集約化、荒廃農地の発生防止・解消等

の地域における現場活動を通じて農地等の利用の最適化の推進を行う農地利用最適化

推進委員を募集します。 

 

１ 農地利用最適化推進委員について 

活動内容 ①担い手への農地利用の集積・集約化 

②荒廃農地の発生防止と解消、農地の利用状況調査 

③新規参入の促進 

募集人員 11 名※別表（農業委員会が定めた区域表）を参照 

任  期 農業委員会から委嘱された日（令和８年７月 20 日）～令和 11 年７月 19

日 

従事日数 月１日～数日程度 

報酬日額 10,000 円 

身  分 特別職の非常勤職員 

 

２ 募集方法について 

①市内の地区及び全域からの推薦 

②団体等からの推薦 

③一般募集 

 

３ 推薦・応募資格 

農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者 

※「農地等の利用の最適化の推進」とは、以下の成果を上げるために出し手農家を訪問

して農地中間管理機構への貸付けを促すなどの掘り起こしや担い手とのマッチングの

ための話し合いなどの活動を行うことです。（農業委員会法第６条第２項） 

①担い手への農地利用の集積・集約化 

②荒廃農地の発生防止・解消、農地の利用状況調査 

③新規参入の促進 

※ただし、次のうちいずれかに該当する人は応募できません。 

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者 



４ 受付期間及び手続き 

推薦・募集案内及び申込書は、伊豆の国市ホームページ、伊豆の国市役所あやめ会

館１階農業委員会事務局窓口に備えてあります。 

① 受付期間 令和８年１月 9 日（金）から令和８年２月９日（月）17:15 まで 

② 提出書類 ・申込書（別紙、「伊豆の国市農地利用最適化推進委員申込書（推薦）・

（応募）」） 

        ・農業委員会等に関する法律の欠格条項に関する申告書及び同意書 

※書類は上記受付期間に、下記提出先へ直接持参又は郵送（必着）で提出してください。 

提出先 〒410-2292 伊豆の国市長岡 346 番地の１ 

伊豆の国市役所あやめ会館１階 農業委員会事務局 

（持参の場合は、市役所開庁日の８：30 から 17：15 までにご提出をお願いします。） 

 

５ 選任（評価）方法 

書類選考及び伊豆の国市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者評価委員会

の評価により選任します。 

 

６ 選考の結果通知 

令和８年３月中旬までに申込者全員に文書で通知します。 

 

７ その他 

募集期間中・募集期間終了後の２回、ホームページ等で下記について公表します。 

①推薦をする者（個人）については、「氏名」「職業」「年齢」及び「性別」 

②推薦をする者（法人）については、「名称」「目的」「代表者」または「管理人の氏

名」「構成員の数」「構成員たる資格」「その他の当該推薦をする者の性格を明ら

かにする事項」 

③推薦を受ける者又は応募する者は、「氏名」「職業」「年齢」「性別」「経歴」及び

「農業経営の状況」 

④推薦又は応募の理由 

⑤推薦を受ける者が農業委員の推薦を受けているか、また、応募する者が農業委員

に応募しているか 

⑥「推薦を受けた者の数」 

⑦「応募した者の数」 

（※農業委員会等に関する法律施行規則第 12 条、第 13 条） 

 

 

 



別 表   

農業委員会等に関する法律第 17 条第２項の規定により農業委員会が定めた区域表 

区域番号 区 域 名  備 考  

１ 北江間、南江間 伊豆長岡１ 

２ 
墹之上、古奈、天野、長岡、小坂、富士見、長瀬、

戸沢、花坂 
伊豆長岡２ 

３ 奈古谷 韮山１ 

４ 長崎・韮山多田 韮山２ 

５ 韮山韮山・韮山山木・韮山金谷・韮山土手和田 韮山３ 

６ 原木・四日町・寺家・中條 韮山４ 

７ 南條・中・内中・高原 韮山５ 

８ 大仁・吉田・三福 大仁１ 

９ 田京・守木・白山堂・宗光寺・御門 大仁２ 

10 神島・中島 大仁３ 

11 下畑・田中山・浮橋・田原野・長者原 大仁４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

〒410-2292 伊豆の国市長岡 346 番地の１ 

伊豆の国市役所あやめ会館１階 

伊豆の国市農業委員会事務局 

℡055-948-1460 


